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答

弁

第

一

一

号 

   

衆
議
院
議
員
安
井
吉
典
君
提
出
長
野
県
更
埴
市
の
境
界
変
更
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付

す
る
。 
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昭
和
三
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五
年
六
月
三
日 

衆

議
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郞 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

岸 
 

信 

介 

一 

 



 

三 

衆
議
院
議
員
安
井
吉
典
君
提
出
長
野
県
更
埴
市
の
境
界
変
更
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一 

所
問
の
争
論
は
、
新
市
町
村
建
設
促
進
法
第
二
十
七
条
の
二
の
規
定
に
よ
つ
て
、
長
野
県
知
事
が
特
に
必
要

が
あ
る
と
認
め
て
こ
れ
を
そ
の
任
命
し
た
町
村
合
併
調
整
委
員
の
調
停
に
付
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
同
調
整

委
員
は
同
法
同
条
に
定
め
る
権
限
を
有
す
る
も
の
と
解
す
る
。 

二 

新
市
町
村
建
設
促
進
法
第
二
十
七
条
の
二
の
規
定
は
、
市
町
村
の
廃
置
分
合
及
び
境
界
変
更
に
関
す
る
手
続

を
定
め
た
地
方
自
治
法
第
七
条
の
一
般
的
規
定
に
対
す
る
例
外
的
、
臨
時
的
規
定
で
あ
つ
て
、
町
村
合
併
後
の

新
市
町
村
の
す
み
や
か
な
安
定
を
期
す
る
た
め
に
、
町
村
合
併
に
関
す
る
計
画
の
変
更
に
伴
つ
て
生
じ
た
境
界

変
更
に
関
す
る
争
論
を
合
理
的
に
解
決
す
る
た
め
の
手
続
、
効
果
等
に
つ
い
て
定
め
た
も
の
で
あ
り
、
所
問
の

旧
稲
荷
山
町
の
区
域
の
一
部
の
地
域
に
係
る
境
界
変
更
の
争
論
は
、
町
村
合
併
に
関
す
る
計
画
の
変
更
に
伴
つ

て
生
じ
た
も
の
で
あ
つ
て
、
旧
稲
荷
山
町
を
含
む
更
埴
市
の
設
置
と
の
関
連
に
お
い
て
す
み
や
か
な
合
理
的
解

決
を
は
か
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
新
市
町
村
建
設
促
進
法
第
二
十
七
条
の
二
の
規
定
す
る 



四 

現
在
、
町
村
合
併
調
整
委
員
に
よ
る
調
停
が
続
け
ら
れ
て
い
る
段
階
で
あ
る
の
で
、
本
件
に
関
し
、
直
接
現

地
調
査
を
行
な
つ
て
は
い
な
い
が
、
今
後
争
論
処
理
の
手
続
の
進
行
に
対
応
し
て
、
事
態
の
円
満
な
解
決
を
図

る
よ
う
万
全
の
措
置
を
講
ず
る
考
え
で
あ
る
。 

三 

現
状
に
お
い
て
は
、
町
村
合
併
調
整
委
員
の
合
理
的
な
判
断
に
ま
つ
べ
き
も
の
と
考
え
る
。 

手
続
に
よ
り
措
置
す
べ
き
も
の
と
考
え
る
。 

右
答
弁
す
る
。 
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